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1. 総 則 

本編に示す内容は、本事業において整備する熱回収施設、管理棟、計量棟、その他外構類（建

設用地内）の運営業務に適用する。なお、熱回収施設、管理棟、計量棟及びその他外構類を総称

し「本施設」という。 

 

1.1  計画概要 

1.1.1  事業の目的 

第Ⅰ編 1.1 に示すとおり。 

 

1.1.2  業務名  

（仮称）仙南クリーンセンター運営・維持管理業務 

   

1.1.3  業務実施場所 

宮城県角田市毛萱字西ノ入地内 

 

1.1.4  業務期間 

(1) 業務開始    平成 29 年 4 月 

(2) 運営終了  平成 44 年 3 月 

      

1.1.5  ユーティリティ条件 

第Ⅰ編 2.2.4 に示すとおり 
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1.2  業務実施に係る基本方針 

事業者は、本業務の実施に当たり、次の基本方針を遵守する。 

(1) （仮称）仙南クリーンセンター基本方針に示す内容を具現化することを念頭に業務に当た

る。 

(2) 施設の持つ性能を 大限発揮させ、組合構成市町から発生する廃棄物の処理を実施する。 

(3) 長寿命化を念頭に、施設の基本性能を維持することにより、ライフサイクルコストの低減

に努める。 

(4) 熱回収施設にあっては、安定稼働を実現し、施設の安全性を確保する。 

(5) 仙南 終処分場延命化業務との連携を密にし、仙南 終処分場の延命化に資する。 

(6) 環境負荷の低減に努め、周辺の住民の信頼と理解、協力を得る。 

(7) 組合地域におけるごみ処理を第一義とすることに加え、地域コミュニティの形成と醸成に

資する施設の運営を目指す。 

(8) 官民パートナーシップの原則に鑑み、組合とのゆるぎない信頼関係のもと、協働により業

務を実施する。 
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1.3  一般事項 

1.3.1  要求水準書の遵守 

事業者は、本業務期間中、要求水準書に示す内容を遵守し、組合が要求する水準が満たされる

ように、構成員間及び関係機関と必要な調整を実施の上、本業務にあたる。 

 

1.3.2  関係法令等の遵守 

事業者は、本業務に当たり、第Ⅰ編 1.3 に示す関係法令等を遵守しなければならない。 

 

1.3.3  組合への報告・協力  

(1) 事業者は、施設の本業務に関して、組合が指示する報告、記録、資料提供には速やかに対

応し協力する。 

(2) 事業者は、定期的な報告は、「第 8 章 情報管理業務」に基づくものとし、緊急時・事故

時等は本節の「10 緊急時対応」に基づく。 

 

1.3.4  関係官庁への報告・届出 

組合が、関係官庁へ報告、届出等を必要とする場合は、組合の指示に従い、事業者は必要な資

料・書類の速やかな作成・提出をする。なお、関連する経費は全て事業者が負担するものとする。 

 

1.3.5  生活環境影響調査書の遵守 

運営・維持管理に当たり、事業者は、「（仮称）仙南クリーンセンター整備に係る生活環境影

響調査書」に記載されている内容を遵守する。 

 

1.3.6  一般廃棄物処理実施計画の遵守 

事業者は、本業務期間中、組合が毎年定める「一般廃棄物処理実施計画」の内容を遵守する。 

 

1.3.7  組合の検査  

本業務の履行状況については、組合が適宜、立ち入り検査を行う。その場合の検査又は監査に、

事業者は全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。 

 

1.3.8  関係官公署の指導等 

事業者は、本業務期間中、関係官公署の指導等に従う。 

 

1.3.9  労働安全衛生・作業環境管理 

(1) 事業者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業員の安全及び健康を確保するために、

本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備する。 

(2) 事業者は、整備した安全衛生管理体制について組合に報告する。安全衛生管理体制には、
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ダイオキシン類のばく露防止の観点から必要な管理者、組織等の体制を含めて報告する。

なお、体制を変更した場合は、速やかに組合に報告する。 

(3) 事業者は、安全衛生管理体制に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するとと

もに、安全パトロールを実施するなど、快適な職場環境の形成を促進する。 

(4) 事業者は、作業に必要な保護具、測定器等を整備し、作業員に使用させる。また、保護具、

測定器等は定期的に点検し、安全な状態を維持する。 

(5) 事業者は、「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」（以

下「ダイオキシン類ばく露防止対策要綱」という。）（基発第 401 号の 2、平成 13 年 4

月 25 日）に基づき、ダイオキシン類対策委員会（以下「委員会」という。）を設置し、委

員会において「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を策定し遵守する。また、同委

員会に参加する。 

(6) 事業者は、「ダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、作業員のダイオキシン類ば

く露防止対策措置を行う。 

(7) 事業者は、本施設における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め、その

励行に努め、作業行動の安全を図る。 

(8) 安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。 

(9) 事業者は、日常点検、定期点検等の実施において、労働安全・衛生上、問題がある場合は、

組合と協議の上、施設の改善を行う。 

(10) 事業者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業員に対して健康診断を実施し、その

結果及びその結果に対する対策について組合に報告する。 

(11) 事業者は、作業員に対して、定期的に安全衛生教育を行う。 

(12) 事業者は、安全確保に必要な訓練を定期的に行う。訓練の開催については、事前に組合の

参加について連絡し協議する。 

(13) 事業者は、場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つ。 

(14) 施設の安全停止については、マニュアル化及び定期的な訓練等を行い迅速な対応に努める。 

 

1.3.10  緊急時対応 

(1) 事業者は、災害、機器の故障及び停電等の緊急時においては、来場者等を適切に誘導する

とともに作業員の避難等人身の安全を 優先する。 

(2) 事業者は、人身の安全を確保した後、環境及び施設へ与える影響を 小限に抑えるように

施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努める。 

(3) 事業者は、緊急時における人身の安全確保、施設の安全停止、施設の復旧組合への報告等

の手順等を定めた緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対

応を行う。なお、作成した緊急対応マニュアルは組合からの指示のほか、必要に応じ改善

すること。 

(4) 事業者は、台風・大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等が発生した場合に備
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えて、自主防災組織及び警察、消防、組合等への連絡体制を整備する。なお、体制を変更

した場合は、速やかに組合に報告する。 

(5) 事業者は、緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等

を行う。また、訓練の開催については、事前に組合に連絡し、組合の参加について協議す

る。 

(6) 事故が発生した場合、事業者は直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を組合に報告

する。報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し組合に提出する。 

 

1.3.11  急病等への対応 

(1) 事業者は、本施設への搬入者、作業員の急な病気・けが等に対応できるように簡易な医薬

品等を用意するとともに、急病人発生の対応マニュアルを整備する。 

(2) 事業者は、整備した対応マニュアルを周知し、十分な対応が実施できる体制を整備する。 

(3) 事業者は、AED を業務実施場所に 2 箇所（熱回収施設、管理棟）以上設置する。また、事

業者は、AED が正常に稼動するよう必要な保守点検を実施する。 

 

1.3.12  災害発生時の協力 

大震災をはじめ、不測の事態により、計画搬入量を大きく超える多量の廃棄物が発生する等の

状況に対して、その処理を組合が実施しようとする場合、事業者はその処理又は処分に協力する。 

 

1.3.13  地元雇用 

事業者は、本業務の実施に当たり、組合を構成する市町の在住者を優先的に雇用する。 

  

1.3.14  作成書類・提出資料 

事業者は、各業務を開始する前に、必要な事項を記載した事業計画書を、事業開始前に組合に

提出し、承諾を受ける。 

(1) 受入・受付管理業務実施計画書 

(2) 運転管理業務実施計画書 

1) 業務実施体制表 

2) 月間運転計画、年間運転計画 

3) 運転管理マニュアル 

4) 運転管理記録 

5) 施設日報・月報・年報等を含む。 

(3) 維持管理業務実施計画書 

1) 業務実施体制表 

2) 調達計画 
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3) 点検・検査計画 

4) 補修・更新計画 

5) 維持管理記録 

6) 施設保全マニュアル 

7) 安全作業マニュアル等を含む。 

(4) 環境管理業務実施計画書 

1) 環境保全基準 

2) 環境保全計画 

3) 作業環境保全基準 

4) 作業環境保全計画 

5) 環境管理記録等を含む。 

(5) 情報管理業務実施計画書 

1) 情報管理計画 

2) 情報管理記録等を含む。 

(6) その他関連業務実施計画書 

1) 来場者対応要領・体制 

2) 住民対応要領・体制 

3) 清掃要領・体制 

4) 防火管理・防災管理要領・体制 

5) 施設警備防犯要領・体制 

6) 各種記録等を含む。 

(7) 運営・維持管理に関するマニュアル類 

1) 緊急対応マニュアル 

2) 個人情報保護マニュアル等を含む。 
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1.4  運営・維持管理条件 

1.4.1  運営・維持管理に関する図書 

運営・維持管理は次に基づいて行う。 

(1) 運営・維持管理業務委託契約書 

(2) （仮称）仙南クリーンセンター整備運営事業 要求水準書  

(3) （仮称）仙南クリーンセンター整備運営事業 提案書 

(4) その他組合が指示するもの 

 

1.4.2  提案書の変更 

事業者は、提出された運営・維持管理に関する提案書の内容は原則的に変更できない。ただし、

事業期間中に要求水準書と適合しない箇所が発見された場合には、事業者の責任において、組合

の要求する水準を満足させる変更をする。 

 

1.4.3  要求水準書（案）の記載事項 

(1) 記載事項の補足等 

要求水準書に記載ある事項は組合が要求する水準を示すものであるが、要求水準書に明記

されていない事項であっても、施設の性能及び機能を発揮し、組合が要求する水準を満足す

るため、当然必要と思われるものについては、全て事業者の責任において補足・完備させる。 

(2) 参考図書の扱い 

要求水準書の図・表等で「（参考）」と記載されたものは、一例を示すものであるので、

事業者はで「（参考）」と記載されたものについて、事業者の責任により補足・完備させな

ければならない。 

(3) 契約金額の変更 

  前記した(1)、(2)の場合、契約金額の増額等の手続きを行わない。 

 

1.4.4  本施設の引渡し条件 

 事業者は、本業務期間終了後において、次の要件を満たし、本施設を組合に引き渡す。なお、

引渡に要する費用は、事業者負担とする。 

(1) 本施設の性能に関する条件 

1) 要求水準書に示す基本性能が確保されており、要求水準書に記載のある業務を継続して

実施するため、本施設を使用することに支障のない状態である。 

2) 建物の主要構造部に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態である。ただし、継続使用

に支障のない程度の軽微な汚損、劣化（経年変化によるものを含む。）は除く。 

3) 内外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態である。ただし、

継続使用に支障のない程度の軽微な汚損、劣化（経年変化によるものを含む。）は除く。 

4) 主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている性能（容量、風量、温湿度、強度
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等の計測が可能なもの。）を満たしている。ただし、継続使用に支障のない軽度な性能

劣化（経年変化によるものを含む。）については除く。 

5) 引渡しの前に行う検査から、施設の性能が確保されていることを、以下に示す方法にて

確認し、組合の承諾を得る。 

① 熱回収施設にあっては、要求水準書 第Ⅰ編 1.11 に示す内容・方法の試験を実施し、

保証値を満たすことを確認する 

② 事業者は、全ての設備（機械設備、土木・建築設備（要求水準書 第Ⅰ編 第 3 章～

第 8 章を含む。）について、次の確認を行う。 

a）内外の外観等の検査（主として目視、打診、レベル測定による検査。） 

b）汚損、発錆、破損、亀裂、腐食、変形、ひび割れ、極端な摩耗等がない。 

c）浸水、漏水等がない。 

d）その他、異常がない。 

③ 内外の機能及び性能上の検査（作動状態の検査を含む。） 

a）異常な振動、音、熱伝導等がない。 

b）開口部の開閉、可動部分等が正常に動作する。 

c）各種設備機器が正常に運転され、正常な機能を発揮している。 

d）その他、異常がない。 

(2) 本業務の引継ぎに関する条件 

1) 事業者は、組合が、本業務を継続して実施するために、組合へ業務の引継ぎを行う。 

2) 引継ぎ項目は、各施設の取扱説明書（本業務期間中における修正・更新内容も含む。）、

要求水準書、運営・維持管理業務委託契約書に基づき、事業者が作成する図書に記載さ

れている内容を含む。 

3) 引継ぎに係る運転指導は、本業務期間中に実施することとし、事業者は終了日から逆算

して運転指導日程を計画する。 

4) 熱回収施設の運転指導期間は、机上研修、現場研修、実施研修を含めて、90 日とする。 

5) 運転指導は、必要な資格を有する者が実施する。実施に際しては、組合に、指導者の保

有資格や業務経歴等を記載した指導者リストを提示し承認を得る。 

6) 炉稼動を伴う運転指導期間において、運転指導者は、24 時間施設に常駐する。 

(3) その他 

1) 本業務終了時における、上記以外の引渡し詳細条件は、組合と事業者の協議により決定

する。なお、協議は事業が終了する 3 年前までに実施する。 

2) 事業期間終了後における本施設の扱い（運営主体等について）は、本業務終了 3 年前ま

でに協議する。 
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2. 全体計画 

2.1  処理対象ごみ 

(1) ごみの種類 

1) 可燃ごみ     

2) 掘り起こしごみ   

3) 仙南リサイクルセンターからの残さ 

① 可燃残さ    

② 不燃残さ    

③ 資源化残さ   

4) し尿脱水汚泥   

5) その他プラスチック類 

① 硬質プラスチック類    

② 容器包装プラスチック残さ 

6) 災害ごみ（大規模震災等が発生したときのみ） 

 

2.2  計画処理量 

第Ⅰ編 設計・建設業務編 2.2.2 を参照する。 

 

2.3 計画ごみ質 

第Ⅰ編 設計・建設業務編 2.2.2 を参照する。 

 

2.4  搬入・搬出車両 

第Ⅰ編 設計・建設業務編 2.2.5 を参照する。 

 

2.5  公害防止条件 

第Ⅰ編 設計・建設業務編 2.3.1 ～ 2.3.4 を参照する。 

 

2.6  副生成物に関する基準値 

第Ⅰ編 設計・建設業務編 2.3.5 を参照する。 

 

2.7  スラグの品質 

第Ⅰ編 設計・建設業務編 2.3.6 を参照する。 
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2.8  環境保全対策 

公害防止関係法令、ダイオキシン類発生防止等ガイドライン等に適合するとともに、第Ⅰ編 

設計・建設業務編 2.3 に示す公害防止条件を遵守できるものとする。 

 

2.9  作業環境保全 

本施設の運営・維持管理に関し、作業の安全と作業環境保全を十分留意する。関係法令、諸規

則等に準拠して安全衛生設備を完備するほか、換気、騒音防止、必要照度の確保、作業スペース

の確保を考慮し、有害ガス対策を完備する。 

 

2.10  基本性能の維持 

要求水準書に示す基本性能とは、本業務開始時に本施設の各設備が備え持つ、施設としての性

能である。具体的には、要求水準書 第Ⅰ編 設計・建設業務編 1.11 に示す正式引渡し時に

おいて、確認される施設の性能であり、事業者は、この基本性能の維持を前提に本業務を実施す

る。 
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3. （仮称）仙南クリーンセンターの運営業務 

3.1  運営・維持管理体制 

3.1.1  業務実施体制 

(1) 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり適切な業務実施体制を整備する。 

(2) 事業者は、整備した業務実施体制について組合に報告する。なお、体制を変更した場合は

速やかに組合に報告する。 

 

3.1.2  有資格者の配置 

(1) 事業者は、本業務を行うに当たり、表 3-1に示す有資格者を配置する。 

(2) 関係法令、関係官庁の指導等を厳守する範囲内において、有資格者は兼任することは可能

とする。 

(3) 廃棄物処理施設技術管理者（管理者になるための資格を有している。）は必ず確保する。 

(4) 事業者は、需要設備、発電設備の設計施工を監督するため、設計の必要な段階からボイラ

ー・タービン主任技術者、電気主任技術者を SPC に配置する。 

(5) 事業者は、ボイラー・タービン主任技術者及び電気主任技術者を選任し、熱回収施設、管

理棟の保安規程と工事計画の作成、各種届出を行い、設計、建設、運営に至るまで一貫し

た責任を持ち、自主保安体制の確立、電気事業法の技術基準を遵守し、保安の維持を行う

ものとする。 

 

表 3-1 配置有資格者（参考） 

資格の種類 主な業務内容 

廃棄物処理施設技術管理者 熱回収施設の維持管理に関する技術上の業務を担当 

安全管理者 
安全に係る技術的事項の管理（常時 50 人以上の労働者を使

用する事業場） 

衛生管理者 
衛生に係る技術的事項の管理（常時 50 人以上の労働者を使

用する事業場） 

酸素欠乏危険作業主任者 
酸欠危険場所で作業する場合、作業員の酸素欠乏症を防止す

る 

防火管理者 施設の防火に関する管理者 

危険物保安監督者・ 

危険物取扱者 
危険物取扱作業に関する保安・監督 

第1種圧力容器取扱作業主任者 第 1・2種圧力容器の取扱作業 

クレーン運転士 クレーンの運転 

第 3種電気主任技術者 電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督 

ボイラー・タービン主任技術者 ボイラー・タービンの工事維持及び運用に関する保安の監督

特定化学物質等作業主任者 労働安全衛生法に定められた作業主任者 
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3.1.3  連絡体制 

事業者は、平常時及び緊急時の連絡体制を整備し報告する。なお、体制を変更した場合速やか

に組合に報告する。その他、連絡体制については毎年組合に報告すること。 
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3.2  廃棄物の受入業務 

事業者は、組合を構成する市町から排出される、一般廃棄物（本書 2.1 に示す本施設の処理

対象ごみ）の受入を行う。受入に際しては、別紙５に示す搬入基準、関係法令や公害防止条件、

さらに要求水準書及び提案書等の内容を遵守する。 

 

3.2.1  受付 

(1) 事業者は、計量棟にて、本施設の処理対象ごみ、薬剤・燃料等を搬入及び焼却・溶融残さ、

資源物（スラグ、金属類、非金属類）等を搬出する車両の計量受付をする。 

(2) 事業者は、ごみを直接搬入しようとする者（個人又は事業系）に対し、組合が定める搬入

基準を満たしていることを確認する。直接搬入されるごみが、搬入基準を満たしていない

場合は、受け入れてはならない。 

 

3.2.2  廃棄物の計量 

事業者は、計量施設にて、本施設の処理対象ごみ、薬剤・燃料等を搬入及び焼却・溶融残さ、

資源物（スラグ、金属類、非金属類）等を搬出する車両を計量し、その記録を管理する。 

 

3.2.3  案内・指示 

(1) 事業者は、本施設に搬入された廃棄物が安全に搬入されるように、プラットホーム内及び

施設周辺において搬入車両を案内・指示する。 

(2) 案内・指示に当たっては、必要に応じ誘導員を配置する。また、搬入車両の多い時期は、

誘導員を増員する。 

(3) 搬入車両が多く渋滞する場合には、場外の交通整理を実施し、搬入車両が仙南東部広域農

道（さくらロード）にはみ出さないようにする。 

(4) 角田衛生センター及び大河原衛生センターにおける搬入台数実績は、別紙６を参照する。 

 

3.2.4  料金徴収 

(1) 事業者は、本施設に直接搬入ごみを搬入しようとする者（個人又は一般事業者）から組合

が定める料金を組合に代わり徴収する。 

(2) 組合に代わり徴収した料金は、契約書に定める方法により、組合へ引き渡す。 

(3) 後納料金については、その搬入記録を管理し、請求額に誤りのないよう、組合の示す方法

により報告する。 

(4) 事業期間終了後に徴収及び料金の引渡が発生する場合は組合と協議する。 

 

3.2.5  受付時間 

(1) 熱回収施設について、事業者は組合の定める受付時間内（午前 8 時 30 分から午後 4 時 30

分まで）に、計量施設において受付を行う。なお、時間外であっても、時間内に待車した
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車両及び組合が関与する緊急かつ一時的な受入については対応する。 

(2) 受付時間外についても、組合が事前に指示する場合は、受付業務を行うこととする。 

(3) その他、車両種ごとの受付時間は、次のとおりである。 

 

表 3-1 受付時間 

受付箇所 受付時間（午前 8時 30 分から午後 4 時 30 分まで） 

委託収集車

・平日に祝日が当たった場合は、受け入れる（元

日は除く）。 

・土日は受け入れない。 

・12 月 31 日～1 月 3 日までの 4 日間は、休業

日とする。（ただし、この間においても組合

が指示する日は、受入を実施すること。） 

許可収集車

・平日に祝日が当たった場合は、受け入れる（元

日は除く）。 

・第三日曜を除き、土日は受け入れない。 

・12 月 31 日～1 月 3 日までの 4 日間は、休業

日とする。（ただし、この間においても組合

が指示する日は、受入を実施すること。） 

熱回収施設 

直接持込車

・平日に祝日が当たった場合は、受け入れる（元

日は除く）。 

・第三日曜を除き、土日は受け入れない。 

・12 月 31 日～1 月 3 日までの 4 日間は、休業

日とする。（ただし、この間においても組合

が指示する日は、受入を実施すること。） 

※正午から午後 1時の間も受付を実施する。 
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3.3  運転管理業務 

事業者は、要求水準書に示す基本性能を十分に発揮し、組合地域の廃棄物を安定的に処理する

ように、運転管理業務を実施する。また、業務に際しては、関係法令や公害防止条件、さらに要

求水準書及び提案書等の内容を遵守する。 

 

3.3.1  計画処理量 

熱回収施設は、第Ⅰ編 第 2 章 2.2.2 の表 2-2、2-3 に示したごみ質に対し、第Ⅰ編 第 2

章 2.2.2 表 2-3 に示した以上の処理を可能とする。 

 

3.3.2  年間運転計画 

(1) 熱回収施設の年間運転日数は、各炉 280 日以上確保する。 

(2) 各年度とも計画ごみ量を、安全かつ安定的に処理する。 

(3) 熱回収施設においては、１炉を停止し点検修理を行っている間も、1 炉において支障なく

運転でき、計画ごみ量の処理に支障のないようにする。 

(4) 熱回収施設の全炉停止は、共通部分の定期点検時をはじめ、やむを得ない場合以外行わな

い。また、定期点検補修の期間は出来る限り短縮する。 

   

3.3.3  運転時間 

熱回収施設の運転時間は、24 時間/日とする。 

 

3.3.4  安定稼動試験 

(1) 事業者は、本業務開始後、速やかに熱回収施設の各炉について、90 日以上の安定稼動が可

能であることを、安定稼動試験により実証する。 

(2) 安定稼動試験の結果、熱回収施設は各炉 90 日以上の安定稼動が実証されなかった場合は、

再度の安定稼動が実証されるまで安定稼動試験を実施する。 

(3) 安定稼動の実証に当たっては、安定稼動運転計画を記載した要領書を作成し、組合の確認

を得た後に実施する。 

(4) 安定稼動試験終了後、安定稼動試験成績書を作成の上組合に提出し、確認を受ける。 

(5) 事業者は、安定稼動試験を実施すると共に、施設の運転が、関係法令、公害防止条件等を

満たしていることを自らが行う検査によって確認する。 

 

3.3.5  搬入廃棄物の性状分析 

事業者は、本施設に搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析・管理を行う。なお、分

析項目、方法、頻度については、「昭和 52 年 11 月 4 日環整第 95 号」に示される項目・方法を

満たすものとし、頻度は月 1 回以上とする。 
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3.3.6   搬入管理 

(1) 事業者は、本施設に搬入される廃棄物内の搬入禁止物が、熱回収施設に混入することを、

できる限り防ぐようにする。 

(2) 搬入される廃棄物の中から、搬入禁止物を発見した場合、組合に報告し、組合の指示に従

う。 

(3) 直接搬入される廃棄物中について、確認・検査を実施し、搬入禁止物の各処理設備への混

入を防止する。特に、段ボール箱等に入れられたものについは、その中身について確認す

る。 

(4) 直接搬入される廃棄物の中から、搬入禁止物を発見した場合直接搬入者に搬入禁止物を返

還する。また、搬入禁止物及び搬入者毎に組合が別途指示する場所への搬入又は移動を指

示する。 

(5) 事業者が、直接搬入者が本施設から去った後に搬入禁止物を発見した場合は、組合に報告

し組合の指示に従う。 

(6) 事業者は、直接搬入者の荷下ろし時に、適切な指示及び補助を行う。 

(7) 事業者は、組合が搬入車に対して行うプラットホーム内での搬入検査に対して協力する。 

 

3.3.7  場内運搬 

(1) 熱回収施設から発生する資源物（スラグ、金属類、非金属類）、不燃物、焼却残さから選

別された不適物（大塊物、金属類等）、搬入禁止物（危険物を含む。）の場内運搬又は積

込みを行う。 

(2) 場内運搬及び積込みに必要な重機・車両等を用意する。また、重機、車両等の選定に当た

っては、電気自動車をはじめ、環境配慮型を選定する。 

(3) 作業用の重機・車両等は、屋内に保管する。 

(4) 場内運搬時に、運搬物を落下・飛散させないようにする。 

 

3.3.8  適正処理 

(1) 事業者は、搬入された廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切に処理する。

特に、ダイオキシン類の排出抑制に努めた処理を行う。 

(2) 事業者は、熱回収施設から排出される 終処分物（不燃物、飛灰、溶融飛灰）が、関係法

令、第Ⅰ編 2.3 に示す、公害防止条件等を満たすよう適切に処理する。 

(3) 事業者は、上記に示す関係法令、公害防止条件等を満たさない場合、それらを満たすよう

必要な措置を講じる。 

 

3.3.9  搬出物の保管及び積込 

(1) 事業者は、熱回収施設から搬出される 終処分物（不燃物、飛灰、溶融飛灰）、資源物（ス
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ラグ、金属類、非金属類）、不適物等を、組合が本施設から搬出する際の積込み作業を行

う。 

(2) 事業者は、熱回収施設から排出される 終処分物（不燃物、飛灰、溶融飛灰）、資源物（ス

ラグ、金属類、非金属類）、不適物等が関係法令、第Ⅰ編 2.3 に示す公害防止条件を満

たすことを定期的に確認し、場内での飛散、流出を防止し、適切に保管する。 

 

3.3.10  搬出物の性状分析 

事業者は、熱回収施設から搬出する 終処分物（飛灰、溶融飛灰）、資源物（不燃物、スラグ、

金属類、非金属類）、不適物等の量及び質について分析・管理を行い、要求水準書 2.3 に示す基

準が満たされていることを確認する。また、放射性物質についても、合わせて測定する。 

 

3.3.11  搬出管理 

(1) 事業者は、資源物（スラグ、金属類、非金属、乾電池類）の引取り業者が、搬出車両に運

搬物を積替える際に、必要な支援を実施する。 

(2) 引取り業者による、運搬物の積替え及び搬出時間は、午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分まで

とする。 

(3) 事業者は、乾電池ストックヤード用のドラム缶（200 リットル）を毎年 200 個用意する。 

 

3.3.12  運転計画の作成 

(1) 事業者は、施設の安全と安定稼動の観点から運転計画を作成する。 

(2) 運転計画には、年度別の計画処理量に基づく施設の点検、補修等の内容を盛り込み、年間

運転計画として毎年度作成する。 

(3) 作成した年間運転計画に基づき、月間運転計画を作成する。 

(4) 作成した年間運転計画及び月間運転計画は組合の承諾を得た上で実施する。 

(5) 事業者は、作成した年間運転計画及び月間運転計画の実施に変更が生じた場合、組合と協

議の上、計画の変更をする。 

 

3.3.13  運転管理マニュアルの作成 

(1) 事業者は、熱回収施設の運転操作に関して、運転管理上の目安として管理値を設定すると

共に、操作手順、方法等を記載した運転管理マニュアルを作成する。 

(2) 事業者は、作成した運転管理マニュアルに基づき、運転を実施する。 

(3) 事業者は、熱回収施設の運転計画や運転状況等に応じて、策定した運転管理マニュアルを

組合が指示した場合をはじめ、必要に応じ改善する。 

(4) 緊急時における危機管理マニュアルを盛り込む。また、内容については、組合と協議する。 
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3.3.14  運転管理記録の作成 

事業者は熱回収施設の運転管理記録として次のものを作成する。なお、記録の内容については、

組合の指示に従う。 

(1) 運転データ（処理量、稼動時間等） 

(2) 用役データ（電気、水道、燃料、薬品等） 

(3) 各種分析値（搬入出廃棄物等） 

(4) 運転日誌、日報、月報、年報等（補修の記録を含む。） 
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3.4  維持管理業務 

事業者は、要求水準書に示す基本性能を維持し、組合地域から発生する廃棄物を安全かつ安定

的に処理できるよう、維持管理業務を実施する。 

 

3.4.1  備品・什器・物品・用役の調達 

(1) 事業者は、経済性を考慮した備品、什器、物品、用役の調達計画を作成し組合に提出する。 

(2) 管理棟の運営に係る、備品、什器、物品、用役は、事業者が調達する。 

(3) 調達した備品等は、組合の所有物とするため、事業者は、組合が指定する管理台帳に必要

事項を記載する。 

 

3.4.2  備品・什器・物品・用役の管理 

(1) 事業者は、調達計画に基づき、調達した備品・什器・物品・用役を、常に安全に保管する。 

(2) 事業者は、必要の際に支障なく使用できるように適切に管理する。 

 

3.4.3  点検・検査計画の作成 

(1) 事業者は、点検及び検査を、施設の運転に極力影響を与えず効率的に実施できるよう、点

検・検査計画を策定する。 

(2) 事業者は、日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容（機器の項目、頻度

等）を記載した点検・検査計画書を作成し組合に提出する。 

(3) 点検・検査計画書は、毎年度、事業期間を通じたものの 2 種類準備する。 

(4) 事業者は、点検・検査計画を組合に提出し承諾を得る。 

(5) 事業者は、全ての点検・検査を、要求水準書に示す基本性能の維持を考慮し計画する。 

(6) 点検・検査に係り、休止を必要とする機器及び予備品、消耗品の交換は、同時にできるよ

うに計画する。 

 

3.4.4  点検・検査の実施 

(1) 事業者は、点検・検査を、毎年度提出する点検・検査計画に基づき、実施する。 

(2) 日常点検で、異常が発生された場合や事故が発生した場合、事業者は、臨時点検を実施す

る。 

(3) 点検・検査に係る記録は、適切に管理し、法令等で定められた年数又は組合との協議によ

り、必要な年数保管する。 

(4) 点検・検査の結果は、点検・検査報告書としてとりまとめ組合に提出する。 

 

3.4.5  補修・更新計画の作成 

(1) 事業者は、事業期間を通じた熱回収施設、管理棟及び外構類（建設用地内）の補修・更新
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計画を作成し組合に提出する。 

(2) 作成した補修・更新計画は組合の承諾を得る。 

(3) 熱回収施設については、各施設の長寿命化を実現し、ライフサイクルコストの低減を念頭

におく。 

(4) 機器の更新については、各機器の耐用年数を十分に考慮する。 

(5) 事業期間を通じた補修・更新計画は、点検・検査結果に基づき、毎年度更新し、組合に提

出する。 

(6) 更新した補修・更新計画については、組合の承諾を得る。 

(7) 点検・検査結果に基づき、設備・機器の耐久度と消耗状況を把握し、各年度の補修計画を

作成し、組合に提出する。 

(8) 作成した各年度の補修計画は組合の承諾を得る。 

(9) 事業者が計画すべき補修の範囲は、点検・検査結果より、各設備の性能を維持するための

部分取替、調整等である。 

(10) 管理棟に設置する、説明用設備も補修対象に含む。 

 

3.4.6  補修・更新の実施  

(1) 事業者は、点検・検査結果に基づき、要求水準書 第Ⅰ編 1.11 に示す基本性能を維持す

るために、熱回収施設、管理棟及び外構類（建設用地内）の諸設備について補修・更新を

行う。 

(2) 補修・更新は、機器の耐久度・消耗状況により、事業者の費用と責任において実施する。

ただし、法令改正や不可抗力によるものは、事業者による補修・更新の対象外とする。 

(3) 補修・更新に際しては、工事施工計画書を組合に提出し承諾を得る。 

(4) 各設備・機器の補修に係る記録は、適切に管理し、法令等で定められた年数又は組合との

協議により決定した年数保管をする。 

(5) 事業者が行うべき補修の範囲は、「表 3-1 補修の範囲（参考）」のとおりである。 

(6) 管理棟に設置する、説明用設備は、事業者の補修対象に含むものとする。 
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表 3-1 補修の範囲（参考） 

作業区分 概  要 作業内容（例） 

定期点検整備 

定期的に点検・検査又は部分取替を行

い、突発故障を未然に防止する。（原

則として固定資産の増加を伴わない

程度のものをいう）。 

・部分的な分解点検検査 

・給油 

・調整 

・部分取替 

・精度検査 等 

更正修理 

設備性能の劣化を回復させる。（原則

として設備全体を分解して行う大が

かりな修理をいう。） 

設備の分解→各部点検→部品の

修正又は取替→組付→調整→精

度チェック 

予
防
保
全 

予防修理 
異常の初期段階に、不具合箇所を早急

に処理する。 

日常保全及びパトロール点検で

発見した不具合箇所の修理 

緊急事故保全 

（突発修理） 

設備が故障して停止したとき、又は性

能が著しく低下した時に早急に復元

する。 

突発的に起きた故障の復元と再

発防止のための修理 

補
修
工
事 

事
後
保
全 通常事後保全 

（事後修理） 

経済的側面を考慮して、予知できる故

障を発生後に早急に復元する。 

故障の修理、調整 

※表中の業務は、プラント設備、土木・建築設備のいずれにも該当する。 

 

3.4.7  精密機能検査  

(1) 事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 5 条及び廃棄物の処理及び清

掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」（昭和 46 年 10 月 25 日 環整第 45 号）

に基づき、3 年に 1 回以上の頻度で、事業者以外の第三者機関による精密機能検査を実施

する。 

(2) 事業者は、精密機能検査の内容について、精密機能検査計画書を作成し、組合の承諾を得

る。 

(3) 事業者は、精密機能検査の結果を組合に報告するとともに、精密機能検査の結果を踏まえ、

要求水準書に示す基本性能の維持のために必要となる点検・検査計画、補修計画、更新計

画の見直しを行う。 

 

3.4.8  施設の保全 

(1) 事業者は、土木・建築設備の主要構造部、一般構造部、意匠及び仕上げ、建築電気設備、

建築機械設備等の点検を定期的に行い、適切な修理交換等を行う。 

(2) 事業者は、来場者等第三者が立ち入る箇所については、特に、美観や快適性、機能性を損

なうことがないよう点検、修理、交換等を計画的に行う。 

(3) 施設の保全に係る計画については、調達計画、点検・検査計画、補修計画、更新計画に含

める。  

 

3.4.9  利用者・来場者の安全確保 

事業者は、熱回収施設、管理棟及び建設用地内への来場者の安全が確保される体制を整備する。 
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3.4.10  長寿命化計画の作成及び実施 

(1) 事業者は、ストックマネジメントの観点から、「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引

き（ごみ焼却施設編）」（平成 22 年 3 月 環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 

廃棄物対策課）等に基づき、本業務期間を通じた熱回収施設の長寿命化計画を作成（設計・

建設事業者が交付金申請に必要とされる施設保全計画を使用してもよい。）する。 

(2) 長寿命化計画は、点検・検査、補修・更新、精密機能検査等の結果に基づき、毎年度更新

し、その都度、組合の確認・承諾を得る。 

(3) 事業者は、作成した長寿命化計画に基づき、要求水準書に示す基本性能を維持するために

必要な点検・検査、補修・更新、精密機能検査等を実施する。 

 

3.4.11  改良保全 

(1) 事業者は、故障対策として熱回収施設、管理棟の改造や設計是正による設備の改善を行お

うとする場合、改良保全に関する計画を組合に提案する。 

(2) 提案内容に関しては、財産処分を含め、組合において判断・了承する。 

(3) 改良保全や新技術の採用により、運営に得失が生じる場合、その費用は事業者と組合の双

方で協議・調整する。 

(4) 法改正に伴い施設の改造が必要な場合、その費用負担は契約書に定めるほか、協議による。 
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3.5  環境管理業務 

事業者は、要求水準書に示す基本性能を発揮し組合地域から発生する廃棄物の処理を行い、関

係法令や公害防止条件、要求水準書及び提案書等の内容を遵守した環境管理業務を実施する。 

 

3.5.1  環境保全基準 

(1) 事業者は、公害防止条件、環境保全関係法令等の遵守を基本とし、組合の要求水準書 第

Ⅰ編 2.3 に示す公害防止条件及び事業者が提案する自主管理基準をもとに定める。 

(2) 事業者は、運営・維持管理に当たり、設定した環境保全基準を遵守する。 

(3) 法改正などにより環境保全基準を設定・変更する場合は、組合と協議する。 

(4) 排ガスについては、実測値を組合に報告すること。 

 

3.5.2  環境保全計画書の作成 

(1) 事業者は、本業務期間中、 環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方

法・頻度・時期等を定めた環境保全計画書を作成し組合の承諾を得る。 

(2) 環境保全計画書は、事業特性及び建設用地の与条件を十分に考慮し、業務期間を通じた環

境保全の方針を明記する。 

(3) 事業者は、環境保全計画書に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認する。 

(4) 事業者は、環境保全基準の遵守状況について組合に報告する。 

(5) 環境保全計画は、環境保全基準の遵守状況や法令改正、社会要請等に応じて適宜改善し、

その内容を組合と協議し承諾を得る。 

 

3.5.3  作業環境保全基準 

(1) 事業者は、ダイオキシン類対策特別措置法、労働安全衛生法等を遵守した作業環境保全基

準を定める。 

(2) 事業者は、運営・維持管理に当たり、作業環境保全基準を遵守する。 

(3) 作業環境保全基準を設定・変更する場合は、組合と協議する。 

 

3.5.4  作業環境保全計画 

(1) 事業者は、本業務期間中、作業環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・ 

方法・頻度・時期等を定めた作業環境保全計画を作成し、組合の承諾を得る。 

(2) 事業者は、作業環境保全計画に基づき、作業環境保全基準の遵守状況を確認する。 

(3) 事業者は、作業環境保全基準の遵守状況について、組合に報告する。 
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3.6  情報管理業務 

事業者は、要求水準書、関係法令等を遵守し、情報管理業務を実施する。また、本業務期間を

通じて、要求水準書に示す基本性能を維持するため、各施設の運営状況に合わせて適切な対応を

講じる必要があり、その判断材料として本施設の稼動状況等の情報は不可欠である。よって、事

業者はこのことを十分に認識し業務を実施する。 

 

3.6.1  運転管理記録報告 

(1) 事業者は、廃棄物ごとの搬入量、廃棄物ごとの搬出量、運転データ、用役データ、エネル

ギー管理等の日報、月報、年報等を記載した運転管理に関する報告書を作成し組合に提出

する。 

(2) 報告書の詳細な内容については、組合と協議の上、決定する。 

(3) 運転記録に関するデータは、法令等で定める年数又は組合との協議により決定した年数を

適切に管理保管する。 

 

3.6.2  点検・検査報告 

(1) 事業者は、点検・検査計画を記載した点検・検査計画書、点検・検査結果を記載した点検・

検査結果報告書を作成し、組合に提出する。 

(2) 点検・検査結果報告書に記載すべき内容は組合と協議の上、決定する。 

(3) 点検・検査に関するデータは、法令等で定める年数又は組合との協議により決定した年数

保管する。 

 

3.6.3  補修・更新報告 

(1) 事業者は、補修・更新結果を記載した補修・更新結果報告書を作成し、組合に提出する。 

(2) 補修・更新結果報告書に記載すべき内容は組合と協議の上、決定する。 

(3) 補修、更新に関するデータを法令等で定める年数又は組合との協議による年数保管する。 

 

3.6.4  その他管理記録報告 

(1) 事業者は、熱回収施設、管理棟の設備により、管理記録可能な項目又は事業者が自主的に

管理記録する項目や、組合が要望するその他の管理記録について、その管理記録報告書を

作成する。 

(2) 報告書の詳細な内容については組合と協議の上、決定する。 

(3) 組合が要望する管理記録について組合との協議による年数保管する。 
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3.7  その他関連業務 

3.7.1  来場者対応 

(1) 事業者は、管理棟への来場者に対し、施設の案内を実施する。 

(2) 来場者の案内時には、熱回収施設の機械設備、各施設の稼動状況、公害防止状況等の説明

を実施する。 

(3) 組合地域内の小学生等（団体）の案内が必要な際は、組合が前もって事業者に周知する。 

(4) 来場者対応の実施は、組合が前もって指示する日時に実施する。 

(5) 行政視察者の案内は組合が実施するものとし、事業者は、案内に必要な説明支援を実施す

る。 

(6) 事業者は、行政視察者用のヘルメット、防じんマスク（使い捨て）等の必要な備品（30 人

分）を用意する。 

 

3.7.2  清掃 

(1) 事業者は、熱回収施設、管理棟及び外構類（建設用地内）の清掃計画を作成し、施設内を

清掃し常に清潔に保つ。 

(2) 来場者等の第三者の立ち入る箇所については、特に清潔な環境を維持する。 

(3) 場内の草刈りや除雪も事業者の所掌とする。 

(4) 熱回収施設内の浴場は、作業員及び組合関係者が利用することを考慮し、常に清潔な状態

を保つこと。また、足拭きマット類は交換を定期的に行う。 

 

3.7.3   諸室の貸出管理 

(1) 事業者は、来場者に対し、会議室、コミュニティスペースの貸出に関する受付を行う。 

(2) 貸出にかかる受付要領は、組合と協議の上、決定する。 

 

3.7.4  駐車場及び駐車車両の管理 

(1) 事業者は、自家用車にて、来場する利用者の利便性を損ねることのないように適切に駐車

場を管理する。 

(2) 駐車場が混雑した場合又は混雑が予想される場合、事業者は、利用者の安全確保のため、

駐車場内及び車両出入口付近に車両を誘導する整理員を配置する等、混雑の緩和、安全の

確保等について対応を行う。 

(3) 車椅子使用者等の車両を優先的に駐車できるように配慮する。 

 

3.7.5  防火管理 

(1) 事業者は、消防法等関係法令に基づき、熱回収施設、管理棟の防火上必要な管理者、組織

等の防火管理体制を整備する。 
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(2) 事業者は、整備した防火管理体制について、組合に報告する。なお、体制を変更した場合

は速やかに組合に報告する。 

(3) 事業者は、日常点検、定期点検等の実施において、防火管理上、問題がある場合は、組合

と協議の上、施設の改善を行う。 

(4) ごみピット、ストックヤード等については入念な防火管理を行う。 

 

3.7.6  警備・防犯 

(1) 事業者は、熱回収施設、管理棟の警備・防犯体制を整備する。 

(2) 事業者は、建設用地内における、警備・防犯範囲について、を運営する事業者と調整し決

定する。また、事業者間での調整の結果、建設用地内において、警備・防犯が及ばない範

囲が生じないようにする。 

(3) 事業者は、警備・防犯体制及び範囲について組合に報告する。なお、警備・防犯体制及び

範囲を変更した場合は速やかに組合に報告する。 

(4) 事業者は、熱回収施設、管理棟の開館又は閉館に伴う、各門の開錠又は施錠を実施する。 

(5) 事業者は、建設用地内における、警備・防犯に必要な、機器類を用意し、必要な箇所に設

置する。 

(6) 管理棟の閉館時間中における警備・防犯は、事業者が実施する。 

(7) 屋外便所の開錠・施錠は、事業者が実施する。 

 

3.7.7  説明用パンフレットの改訂・発行 

(1) 事業者は、施設の説明用にパンフレットを作成する。 

(2) パンフレットは、一般者用のほか、小学生用の 2 種類用意する。 

(3) パンフレットの内容については、5 年に 1 回程度改訂を行い、再度発行する。 

(4) 説明用パンフレットの発行部数は、毎年 2,000 部（一般者用：500 部、小学生用：1,500

部）とする。ただし、運営開始初年度のみ、さらに 2,000 部（一般者用：500 部、小学生

用：1,500 部）用意する。 

 

3.7.8  住民対応 

(1) 近隣対応は組合が実施するが、事業者は常に適切な管理運営を行うことにより、周辺の住

民の信頼と理解、協力を得ることに努める。 

(2) 近隣対応において、住民向けに施設の運転状況等について説明が必要となった場合、事業

者は組合の説明支援（資料作成を含む。）を実施する。 

(3) 熱回収施設、管理棟の運営に関して、住民等から意見等を得た場合は、速やかに組合に報

告し協議する。また、協議の結果により、必要な措置を講じる。 
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3.7.9  公害防止測定の分析 

(1) 事業者は、要求水準書 第Ⅰ編 2.3 に示す公害防止項目の遵守状況を確認するため、必要

な測定及び分析を実施する。 

(2) 実施頻度及び方法は、関係法令を遵守し、組合と協議の上、事業者が設定すること。 

(3) 事業者は、、要求水準書 第Ⅰ編 2.3 に示す公害防止項目のほか、計画地周辺地域の組合

が指定するため池の水質分析を年 4 回分析する。なお、分析項目は、次頁のとおりとする。 

(4) 事業者は、建設予定地の敷地境界において、空間線量の測定を実施する。 

 

3.7.10  Web サイトの開設及び運営 

(1) 事業者は、（仮称）仙南クリーンセンターの運営状況を広く公表するための、Web サイト

を開設し運用する。 

(2) 公表内容には、環境モニタに表示する公害防止状況のほか、ごみ焼却溶融量、仙南 終処

分場の残余容量をはじめ、組合と協議のうえ決定する。 
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表 3-1 水質分析項目及び分析方法 
項目 分析方法 

水素イオン濃度（pH） JIS K 0102 12.1 

生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K 0102 21 

化学的酸素要求量（COD） JIS K 0102 17 

浮遊物質量(SS) 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 9 

溶存酸素量（DO) JIS K 0102 32.3 

大腸菌群数 確数による定量法 

全亜鉛 JIS K 0102 53.4 

全窒素 JIS K 0102 45.2 

生活環境項目 

全リン JIS K 0102 46.3.1 

カドミウム JIS K 0102 55.4 

全シアン JIS K 0102 38.1.2 及び JIS K 0102 38.3

鉛 JIS K 0102 54.4 

六価クロム JIS K 0102 65.2.5 

砒素 JIS K 0102 61.4 

総水銀 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 1 

アルキル水銀 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2 

ＰＣＢ 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3 

ジクロロメタン JIS K 0102 5.2 

四塩化炭素 JIS K 0102 5.2 

1,2-ジクロロエタン JIS K 0102 5.2 

1,1-ジクロロエチレン JIS K 0102 5.2 

シス-1,2-ジクロロエチレン JIS K 0102 5.2 

1,1,1-トリクロロエタン JIS K 0102 5.2 

1,1,2-トリクロロエタン JIS K 0102 5.2 

トリクロロエチレン JIS K 0102 5.2 

テトラクロロエチレン JIS K 0102 5.2 

1,3-ジクロロプロペン JIS K 0102 5.2 

チウラム 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4 

シマジン 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5第 1 

チオベンカルブ 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5第 1 

ベンゼン JIS K 0102 5.2 

セレン JIS K 0102 5.2 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 JIS K 0102 5.2 

ふっ素 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 

ほう素 JIS K 0102 5.2 

健康項目 

１，４－ジオキサン 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7 

ダイオキシン

類 
ダイオキシン類 JIS K 0312（2008） 

n-ヘキサン抽出物質 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 11 
参考項目 

透視度 JIS K 0102 9 

 

 

 

 

 

 


